
3.　7.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 4

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
や
団

体
に
お
金
や
物
を
贈
る
こ
と
は
、

時
期
や
理
由
を
問
わ
ず
、
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
有
権
者
が

寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
違
反
す
る
と

罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
政
治
家
は
有
権
者
に
寄
附
を

「
贈
ら
な
い
」、
有
権
者
は
政
治

家
に
寄
附
を
「
求
め
な
い
」、
政

治
家
か
ら
有
権
者
へ
の
寄
附
は

「
受
け
取
ら
な
い
」
の
「
三
な
い

　
家
庭
ご
み
と
資
源
物
の
全
品
目

戸
別
収
集
（
小
型
廃
家
電
類
を
除

く
）
に
伴
い
、
使
用
し
な
く
な
っ

た
ご
み
集
積
所
の
跡
地
に
つ
い
て
、

跡
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
所
有
し

て
い
る
方
を
対
象
に
売
却
し
て
い

ま
す
。
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は

ご
み
対
策
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　【
売
却
対
象
者
】購
入
を
希
望
す

る
跡
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
所
有

す
る
方

　【
売
却
除
外
地
】次
の
①
ま
た
は

②
に
該
当
す
る
跡
地
は
、
売
却
を

実
施
し
ま
せ
ん
。
①
ご
み
収
集
に

伴
う
一
時
積
み
替
え
保
管
場
所
や

公
共
用
地
と
し
て
活
用
す
る
跡
地

②
マ
ン
ホ
ー
ル
な
ど
が
存
在
す
る

跡
地

　【
売
却
価
格
】契
約
締
結
時
点
の

固
定
資
産
税
路
線
価
を
基
礎
と
し

て
、
狭
小
性
に
応
じ
た
減
価
率
を

乗
じ
た
上
で
、
工
作
物
の
撤
去
費

用
を
差
し
引
い
て
算
出

個
人
情
報
保
護
制
度
の

運

用

状

況

　
市
で
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
個
人

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
東
久
留
米
市
個
人

情
報
保
護
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

２
年
度
の
運
用
状
況
は
、
次
の
通

り
で
す
。
個
人
情
報
の
開
示
請
求

の
処
理
状
況
は
、
請
求
７
件
に
対

し
開
示
決
定
２
件
、
一
部
開
示
決

定
６
件
、
取
り
下
げ
１
件
で
し
た
。

訂
正
請
求
、
利
用
中
止
請
求
、
審

査
請
求
お
よ
び
苦
情
申
し
出
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

情
報
公
開
制
度
の 

利

用

状

況

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

　
生
活
や
仕
事
探
し
、
家
賃
の
支

払
い
な
ど
で
お
困
り
の
方
、
お
子

さ
ん
の
学
習
面
で
不
安
が
あ
る
方

が
相
談
で
き
る
事
業
で
す
。

　
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
相
談
が

混
み
合
っ
て
い
ま
す
。
可
能
な
限

り
、
事
前
に
福
祉
総
務
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
９
に
電
話
し
、
来
所

日
な
ど
を
相
談
員
に
お
知
ら
せ
願

い
ま
す
。

　【
受
付
日
時
】開
庁
日
の
午
前
９

時
〜
午
後
４
時
（
正
午
〜
午
後
１

時
を
除
く
）

①
自
立
相
談
支
援

　
生
活
状
況
な
ど
を
聞
き
、
課
題

を
整
理
し
、
自
立
に
向
け
た
支
援

内
容
（
プ
ラ
ン
）
を
支
援
員
が
一

緒
に
考
え
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
、

関
係
機
関
へ
の
照
会
や
同
行
支
援

を
行
い
ま
す
。

②
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

　「
離
職
・
廃
業
の
日
か
ら
２
年

以
内
の
方
」
ま
た
は
「
給
与
等
を

得
る
機
会
が
当
該
個
人
の
責
に
帰

す
べ
き
理
由
・
当
該
個
人
の
都
合

に
よ
ら
な
い
で
減
少
し
離
職
や
廃

業
と
同
程
度
の
状
況
に
あ
る
方
」

で
あ
り
、
か
つ
住
居
に
お
困
り
の

方
に
対
し
、
家
賃
相
当
額
（
上
限

あ
り
）
を
支
給
す
る
支
援
で
す
。

支
給
に
は
収
入
や
資
産
の
要
件
が

あ
り
ま
す
。

　
※
一
度
支
給
期
間
が
終
了
し
た

方
に
つ
い
て
、
解
雇
に
よ
る
離
職

に
加
え
、
休
業
や
減
収
に
よ
る
再

支
給
休
業
や
減
収
を
理
由
と
し
た

再
支
給
の
申
請
期
限
は
、
９
月
３０

日
で
す
。

③
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業

　
市
内
在
住
の
中
学
生
を
対
象
に
、

経
済
的
事
情
な
ど
に
よ
り
学
習
の

機
会
が
少
な
い
、
学
習
の
不
安
を

　
同
期
間
は
、
飲
酒
運
転
を
さ
せ

な
い
社
会
環
境
の
醸
成
を
目
指
し
、

都
と
警
視
庁
が
関
係
機
関
・
団
体

と
連
携
し
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　
飲
酒
運
転
は
重
大
事
故
に
直
結

し
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
周
囲
の

人
に
も
悲
劇
を
招
き
ま
す
。

　
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
飲
酒
運
転
は

悪
質
な
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
ま
た
、
車
を
運
転
す
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
そ
の
人
に
飲
酒
を

勧
め
る
こ
と
、
飲
酒
運
転
の
車
に

同
乗
す
る
こ
と
も
犯
罪
で
す
。

　「
飲
ん
だ
ら
乗
る
な
。
乗
る
な
ら

飲
む
な
」
を
忘
れ
ず
、
お
互
い
に

注
意
し
合
い
、
飲
酒
運
転
を
撲
滅

し
ま
し
ょ
う
。
都
都
民
安
全
推
進

　
国
が
実
施
し
た
特
別
定
額
給
付

金
の
基
準
日
の
翌
日
（
２
年
４
月

２８
日
）
以
降
に
生
ま
れ
、
給
付
金

の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
新
生
児

を
養
育
す
る
家
庭
の
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
市
独
自
に
給
付
金
を
支
給
し

て
い
ま
す
。

　【
支
給
対
象
児
童
】２
年
４
月
２８

日
〜
１２
月
３１
日
に
出
生
し
、
給
付

金
の
申
請
日
に
お
い
て
、
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

児
童

　
※
支
給
対
象
児
童
に
は
転
入
者

も
含
み
ま
す
が
、
当
市
以
外
の
市

区
町
村
で
既
に
本
給
付
金
と
同
等

の
も
の
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　【
支
給
対
象
者
】申
請
日
時
点
で

支
給
対
象
児
童
の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主

　【
支
給
額
】対
象
児
童
１
人
に
つ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
宿
泊
療
養
者
や
自
宅
療
養
者
、

宿
泊
施
設
で
待
機
す
る
帰
国
者
の

方
で
、
外
出
自
粛
要
請
な
ど
が
選

挙
期
間
中
と
重
な
る
場
合
は
、
６

月
２５
日
に
告
示
さ
れ
た
東
京
都
議

会
議
員
選
挙
か
ら
、
郵
便
等
投
票

を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
☎
４
７
０
・
７
７
９
０
へ
。

　
市
立
小
学
校
で
は
、
保
護
者
の

皆
さ
ん
か
ら
納
入
さ
れ
る
給
食
費

で
安
全
な
食
材
を
購
入
し
、
衛
生

的
な
調
理
を
行
い
、
児
童
へ
栄
養

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
学
校
給
食
を

提
供
し
て
い
ま
す
。

　
給
食
費
の
滞
納
が
累
積
す
る
と
、

給
食
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な

物
資
の
購
入
費
用
が
足
り
な
く
な

り
、
提
供
す
る
給
食
の
質
が
低
下

す
る
な
ど
の
支
障
を
き
た
す
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
学
校
給
食
費
は
納

家
屋
調
査
に
つ
い
て

　
１
月
２
日
〜
４
年
１
月
１
日
に

新
築
や
増
築
し
た
家
屋
を
対
象
に
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
基

と
な
る
評
価
額
を
算
出
す
る
た
め
、

家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
を
行
う
と
き
は
、
事
前
に

文
書
で
連
絡
し
ま
す
。

市
内
巡
回
に
つ
い
て

　
来
年
度
の
課
税
対
象
家
屋
を
把

握
す
る
た
め
、
市
職
員
が
市
内
全

域
を
巡
回
し
ま
す
。
新
築
、
増
築

ま
た
は
取
り
壊
し
に
よ
っ
て
課
税

台
帳
と
の
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
、

戸
別
に
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
※
調
査
時
に
は
「
固
定
資
産
評

価
補
助
員
」
に
選
任
さ
れ
た
徴
税

吏
員
証
を
所
持
し
た
市
職
員
が
訪

問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
（
そ
の
他

世
帯
〈
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
世

帯
〉）
に
対
し
、
そ
の
実
情
を
踏

ま
え
た
生
活
の
支
援
を
行
う
観
点

か
ら
、
次
の
通
り
給
付
金
の
支
給

を
行
い
ま
す
。

　【
支
給
対
象
者
】次
の
①
・
②
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
方
（
ひ
と
り

親
世
帯
分
の
給
付
金
を
受
け
取
っ

た
方
を
除
く
）

　
①
平
成
１５
年
４
月
２
日
〜
令
和

３
年
３
月
３１
日
生
ま
れ
の
児
童

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
対
象
と

な
る
障
害
児
の
方
は
平
成
１３
年
４

月
２
日
生
ま
れ
以
降
の
方
）
を
養

育
す
る
父
母
な
ど
（
令
和
４
年
２

月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生
児
な

ど
も
対
象
）

　
②
令
和
３
年
度
住
民
税
（
均
等

割
）
が
非
課
税
の
方
ま
た
は
令
和

３
年
１
月
１
日
以
降
の
収
入
が
急

変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収

入
と
な
っ
た
方

　【
支
給
額
】児
童
１
人
に
つ
き
５

万
円

　【
支
給
手
続
き
】対
象
に
よ
っ
て
、

次
の
通
り
手
続
き
が
異
な
り
ま
す

　（
１
）
令
和
３
年
４
月
分
の
児

運
動
」
を
皆
さ
ん
で
徹
底
し
、
明

る
い
選
挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
こ
こ
で
い
う「
政
治
家
」

と
は
、
現
に
公
職
に
あ
る
人
に
加

え
、
候
補
者
や
候
補
者
に
な
ろ
う

と
し
て
い
る
人
も
含
み
ま
す
。

　
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
☎
４
７
０
・
７
７
９
０
へ
。

　【
引
渡
形
態
】現
状
有
姿
で
の
引

き
渡
し

　
案
内
書
は
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）
に
、

ご
み
対
策
課
（
八
幡
町
２
ノ
１０
ノ

１０
）
で
配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
☎
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
情
報
公
開
条
例

を
定
め
て
い
ま
す
。
２
年
度
の
利

用
状
況
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
処
理
状

況
は
、
請
求
４７
件
に
対
し
開
示
決

定
２７
件
、
一
部
開
示
決
定
２８
件
、

非
開
示
決
定
７
件
（
う
ち
不
存
在

３
件
）
で
し
た
。
ま
た
、
審
査
請

求
は
１
件
あ
り
、
却
下
１
件
の
決

定
を
し
ま
し
た
。

　
詳
し
く
は
総
務
課
法
務
・
文
書

担
当
☎
４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

相
談
で
き
る
場
所
が
ほ
し
い
、
と

い
っ
た
方
に
対
し
て
、
学
習
支
援

を
行
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
生
活
困
窮
者 

自
立
支
援
金
に
つ
い
て

　
国
で
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
の

特
例
貸
付
に
つ
い
て
、
総
合
支
援

資
金
の
再
貸
付
ま
で
借
り
終
わ
っ

た
世
帯
や
、
再
貸
付
に
つ
い
て
不

承
認
と
さ
れ
た
世
帯
で
一
定
の
要

件
を
満
た
す
世
帯
に
対
し
、
新
た

に
支
援
金
を
創
設
し
ま
し
た
。

　
こ
の
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
詳

細
が
決
定
次
第
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
広
報
紙
な
ど
で
お
知
ら
せ
す

る
ほ
か
、
支
給
対
象
の
可
能
性
が

あ
る
方
へ
、
順
次
、
申
請
手
続
き

な
ど
の
ご
案
内
を
発
送
す
る
予
定

で
す
。

　
現
在
、
厚
生
労
働
省
で
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
相
談

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　【
電
話
番
号
】０
１
２
０
・
４
６ 

・
８
０
３
０

　【
受
付
時
間
】平
日
の
午
前
９
時

〜
午
後
５
時

本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
詳
細
や
飲
食
店
用
・

駐
車
場
管
理
者
用
の
「
飲
酒
運
転

を
さ
せ
な
い
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

警
視
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
飲
酒

運
転
の
罰
則
な
ど
を
、
事
例
を
交

え
て
分
か
り
や
す
く
掲
載
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
田
無
警
察
署
☎
４
６

７
・
０
１
１
０
ま
た
は
市
管
理
課

管
理
調
整
担
当
☎
４
７
０
・
７
７

６
４
へ
。

き
５
万
円

　【
申
請
方
法
】対
象
と
な
る
方
に

は
、
給
付
金
の
案
内
文
書
お
よ
び

申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
７
月
３０
日

（
金
）
ま
で
に
児
童
青
少
年
課
へ

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

め
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
納
入
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
入
が
困
難
な
場
合
に

は
、
在
校
す
る
小
学
校
の
校
長
ま

た
は
副
校
長
、
担
任
教
師
、
栄
養

士
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
学
務
課
保
健
給
食
係

☎
４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

い
し
ま
す
。

所
有
し
て
い
る
家
屋
に

変
更
等
が
あ
っ
た
場
合

に
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　
所
有
し
て
い
る
家
屋
が
次
の
①

〜
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、
家
屋

資
産
税
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
①
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
場
合
②
増
築
し
た
場

合
③
未
登
記
家
屋
で
相
続
・
売

買
・
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
所
有

者
を
変
更
し
た
場
合

　
詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
〜
２
３
４
４
）
へ
。

童
手
当
ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
受
給
者
で
住
民
税
非
課
税
の

方
は
、
申
請
不
要
で
す
。
６
月
下

旬
に
児
童
手
当
ま
た
は
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
支
給
し
て
い
る
口
座

に
振
り
込
み
を
行
い
ま
し
た
。

　（
２
）前
記（
１
）以
外
の
方（
収

入
が
急
変
し
た
方
な
ど
）
は
申
請

が
必
要
で
す
。
申
請
が
必
要
な
場

合
の
申
請
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、

４
年
２
月
２８
日
（
月
）
ま
で
で
す
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

７
月
１
日
〜
８
月

７
月
１
日
〜
８
月
３１３１
日
は
日
は

「
寄
附
禁
止
強
化
期
間
」で
す

「
寄
附
禁
止
強
化
期
間
」で
す

ご
み
集
積
所
跡
地
の
売
却
に
つ
い
て

ご
み
集
積
所
跡
地
の
売
却
に
つ
い
て

２
年
度
個
人
情
報
保
護
制
度
の

運
用
状
況
と
情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

新
生
児
臨
時
特
別
定
額
給
付
金
の

申
請
期
限
は
７
月
３０
日
ま
で
で
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
療
養
者
の
方

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
療
養
者
の
方

に
も
郵
便
等
投
票
が
可
能
と
な
り
ま
し
た

に
も
郵
便
等
投
票
が
可
能
と
な
り
ま
し
た

学
校
給
食
費
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

（
そ
の
他
世
帯
分
）の
ご
案
内

▲�ごみ集積所跡地の
売却に関する

　市ホームページ

７
月
１
日
〜
７
日
は
「
飲
酒
運
転
さ
せ
な
い

７
月
１
日
〜
７
日
は
「
飲
酒
運
転
さ
せ
な
い

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
期
間
で
す

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
期
間
で
す

固
定
資
産
税（
家
屋
）の

固
定
資
産
税（
家
屋
）の

課
税
業
務
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

課
税
業
務
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

❖
❖
❖
❖
❖


